
 

出張相談会 

 

さ ば え Ｉ Ｔ 塾  

小技･裏ワザ 紹介コーナー 

～ 出張に便利なWEBメール ～ 

しんきん ビジネスフェア 

新たな出会いが創る、北陸の元気、企業の元気 

北陸・近畿・東海・信越の505社が出展!

北陸ビジネス街道 20092009

開催日時 

会　　場　石川県産業展示会1号館・2号館・3号館 
　　　　　金沢市袋畠町南193番地 

2009年10月23日（金） 
AM10:00～PM5:00 入場無料 

名刺をご持参 
ください 

（株）鯖江第一ホテル 
堀　　　富　彰 

http://www.dai-ichi-hotel.co.jp/ 
 
　今回は出張に役立つ・
WEBサイトをご案内さ
せていただきます。 
　出張をされる方、鞄に
入っているそのパソコン、
何に使っていますか？ 
　もしメールのチェック
だけなら、Googleが提
供するGmailと言うサー
ビスを利用されてはいか
がですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
　Gmailとはインターネット上でメールの送受信が出来るサー

ビスなのですが、携帯でもメールの閲覧・作成をすることが

出来るのです。 

　出張先ではネットに接続できないことも多々あると思います、 

そんなときでも携帯さえつながればメールのチェックが出来

てしまうという便利なアイテムです！！ 

　利用は簡単GoogleのホームページからGmailを選び、登録

を行うだけです。 

　Gmailのすごいところは携帯でメールのチェックが出来るこ

とだけでなく、その容量の多さ（約７GB）と迷惑メールチェッ

クの精度の高さです。 

　私が使っている感じではGmailは、ほぼ100パーセントと言

って良いほど迷惑メールを排除してくれています。 

　もちろん今使っているアドレスも設定を変えれば使えます

よ～♪ 

　メールをGmailにして出張の荷物軽減に役立てて見てはいか

がですか？ 

 

申込・お問合せ先 

財団法人ふくい産業支援センター 下請かけこみ寺 
坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 
電話 0776-67-7426　FAX 0776-67-7429

下請かけこみ寺 出張相談会 出張相談会 
中小企業の皆様の取引上のお悩みに、相談員が親身になって 

お伺いします。（相談は無料です） 

日　時　9月18日（金曜日）午後1時から5時まで 
会　場　鯖江市文化の館 会議室（2） 
　　　　鯖江市水落町2-25-28　TL0778-52-0089 

相談員　嶋 田 光 重 （産業支援センター相談員） 
　　　　　※ご相談いただいた方の秘密は厳守します。 

鯖江商工会議所会報 
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